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第 2 養育費について

1 質問事項

問24 支払い状況について該当

=歪

葦号に○を付けてください。

問25 間24で「不十分な支払いだった」又は「全く支払いがない」と答えた方にお尋ねします。支払いを受けられない結重 ド ミ l± 1●_ょ、 書ナ並 斗 ワ _r饉 に ^二 ,,,一 ―

間26 間25で「相手に催促をした」、「履行勧告 1履行命令の制度を本1用 したJ、 「強制執行の手続を利l用 した」と答えた方にお尋ねします。その結果、養育費の支払いは受けられましたか。
全額支払われた。

――崚 I整塾L塩―

間27 間25で「何もしてぃないJ、 問26で「一部支払われた」「全く支払を受けられなかった」と答えた方にその理由についてお尋ねします。該当する番号全てにOを付けてください。
相手の住所が分からない。

iその他 (具体的に :

間23_萱易算定表 (以下「算定:表」と言います。) 整壺二重壺重型PにOを付けてください。
算定表を利用 (住宅ローン等ある場合の修正を含む) して合意し、金額に満足

算定表を利用しないで合意し、金額に満壼 算定表を和l用 しないで合意したが、金額|こ不満
算定表を利用したか否かは不明

卸 F合意したが金額に低額不鳥

全亜亜亜Iコ

相手に催促をした。 履行動告・履行命令の制度を利用した。 強制執行の手続を利用した。
その他 (具体的に :

)

相手に収入・資産がない。



2 回答

間23 ,「 回答数 % うち男性 0/o うち女 %
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間 25 回答数
(重複回答あり)
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つてくるかわからないので

していて

いつて、全ての

支払いを求めて長引くより、支払いがないままで離婚を決断し、一人親への支援を早く受けた方が良いと弁護士に
勧められた。

第 3 面会交流について

]質 問事項

間32 調停で子どもとの面会交流について協議し、合意ができた方にお尋ね します。

合意した内容のとおりではないが、ほぼ面会

ができている。

問33 間32で「まったく面会ができていない」答えた方に、

ください。また、お子さんは現7E何歳ですか (一>    歳 ,

該当する番号にOを付けてください。

まったく面会ができていない。

その原因についてお尋ねします。該当する番号にOを付けて

歳,    歳 )

面会をさせる側 (子どもの養育者)が子どもを相手に会わせていない。

面会を求めている倶1が面会|を求めていない。

子どもが面会を拒否する。又は、面会をさせる側から子ども力洋巨否していると聞いている。

相手と連絡を取りたくない。

その他 (具体的に

間34 面会交流を実施 t′ている方にお尋ね L´ ます。実施方法について該当する番号に○を付けてください。

面会は当事者 (元夫女動のみで実施

第二者機関 (家庭問題情報センター、自治体、

に関与してもらつて実施
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2 回答
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第 4 調停利用の感想

問 35 回答数
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その他:感想 | 見等
国養育費

養育費の点では金額が低く不満はあるものの、少t′でも入ることが約束され、安心が得られた。

アメリカなど海外のように養育費を国が取り立てて入るようにしてほしぃ。そのことが、国の手当支給額減につながると思う。

元夫が自営業のため、どうゃってモ1養育費を支払ってもらえなかった。

圏面会交流
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ど、子どもがこれ以上傷付かないように、本当の子どもの気持ちに沿う機関の制定を早急に対応ちんと判断してほしい。

製糧離覇鼎だ甜 9[欝鞘雛 祟払ヂ無層豪潔鼎戦貯語難隼鍵樹馳ξ腎ほしい。相手方へのDV教育についても実施してほしい。
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桐謙鴨魏珊地熟懺 戦をお貶離懲ト.「 血のつながりは絶対だ」
、怒りを感じた。
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子どもに全く会えない状態のため調停を申し立てしたのに、1回 目の調停時に、調停委員から、「このまま連絡も手紙もやりとりせずに過ごすのが、今、できることで|まないか。」と言われた時には、何のための裁判所なのかと感じた。
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面会交流事件は、同居親の言い分Z]通 デために裁判所の調停委員や調査官が屁理屈を述べるだけで、子どもの福祉など、全く考慮していない。
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こ強く不満を活           肝 刻 こ移され机 とヽいけないのか全但

今の日本の裁判所の制度は、今く孫療していると思う。家庭裁判所がどんなに努力してくれても、相手が子どもに会わせないご盲型ず家庭裁判所もどうしよぅもない。
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子の福祉には関係なく、子を連れ去った側の現状追認に終わった。法の整備が必要である。


